
このことについて、県の積算方法を下記により変更します。

１ 変更内容

旧：点在する施工箇所毎に算出した工事原価の合計を対象額として算出する。
新：点在する全ての施工箇所を１箇所として積算した工事原価を対象とした場合の一般
管理費等率を用いて、施工箇所毎に工事価格が万円止めとなるように算出する。

２ 適用年月日
令和２年１月１日以降に起工起案する工事（長野県建設部所管）から適用する。

（閲覧設計書の総括情報表の「実施設計単価表等の適用日」において、「02.01.01」
と表示される工事から適用する。）

施工箇所が点在する工事の一般管理費等の算出方法の変更について



１ 一般管理費等率等の計算例について
下図の計算例（工種区分：舗装工事をイメージ）のように、点在する全ての施工箇所を１箇所

として積算した工事原価を対象とした場合の一般管理費等率を用いて施工箇所毎に一般管理費等の
上限値を計算します。

※本作成例では上図の理論額が、各率を決定するための対象額を示しています。
※本作成例では共通仮設費算定のための対象額＝直接工事費としています。
※本作成例では工事費内訳書以外は表示していません。
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２ 金抜き設計書における率の表示について
下図の計算例のように、点在する全ての施工箇所を１箇所として積算した工事原価を対象とした場

合の一般管理費等率が表示されます。

Ｘ＋Ｙ

実際の金抜き設計書では表示されません。
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